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フランスの
幼児保育と幼児教育の在り方

おカ　　　　　　　「／

岡　　田

明星大学教授

“正 遣

　フランスの就学前乳幼児のための保育施設には、ク

レシュ（creche）と母親学校〔6cole　materne］le；エ

コル・マテルネル）の2種類がある．クレシュは．保

健省か所管するものて’、生後2か月から満2歳までの

幼児のうち，母親が労働に従事していて，監護するお

となが昼間いない乳幼児を保育するところである．母

親学校は．1848年にこの名称が用いられるようになっ

て以来，　「年齢にふさわしい母性的な監督と初期の訓

育の配慮を受ける」ところとして，2歳から就学（6

歳）までの幼児が入園できる文部省所管の幼児教育機

関である．

　1．クレシュ　（creche）

　クレシュは公立・私立いすれでもよいが，公立が多

い（全クレシュの約82％）．クレシュはその存在理由か

らも、1日の保育時間は早朝から夕刻までである．残

業を遅くまでして帰宅する者はまれにしかいないから，

午後5時をすぎて遅くまで在園する乳幼児はほとんど

いない．

　クレシュに要する費用は．利用する保護者が負担す

るが，その金額は保護者の所得額によって決められる，

1971年4月，パリのクレシュを訪ねて知らされたとこ

ろでは，最も高いもク）は1日につき20フラン．昂貨で

約1，320円／，最も低いものは1日につき80廿ンチーム

1約53円｝であった．したがって1か月25日利用すると

すれIX最高は月額約3万4．000円となる．保母の初任

給が月額1．040フラン（約68、700円）であるから、その

約半分が1か月の保育料に当るものもあるということ

である．

　クレシュには2歳の子どももかなりいる．これは．

1歳代でクレシニにはいった子どもは，1年も経ない

うちに2歳となる．この子どもをすぐに母親学校に転

入させることは、

子どもの環境変化

を目まぐるしくさ

せ．　†青ネ者．上好まし

くない結果を‡召く

危険が大きい．こ

うしたことを考慮

して、必要に応じ

て2歳代でもクレ

シュに在園できる

ようにしてある．

クレシュで子ど

クレンユ．て・は管てきたものを全部脱

S，クレンニ備付けのド着と　1｝iに杓

怜える．桔るヒきにまた全部着詩える

2



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii，71県L．．，児命L－f／i’t

もク）才旨導：二’〔1る耳哉

員は、原則とLて

右護防ヨの資格をも

｝．ているか、保

母養成の施☆を

仁業Lた．者．とな．．tt

＞こいる．園長は両

）∫ク）資格を併ニーせも

oK’でなけ」，L：・；’な

らな」’．　また2e／：ち：

児ゾ）」．・る．クレシ；．

には，幻jl，LLV．）u±び

竺吋旨導する二．とゾ）

で．きる資格をも・1．

ている．女”1生をおく

　　　　　　　　　　　　　　　保育室．パレン’〒」イナ・ニレ．ン．．：．：コ「／t保．育［ぷ

二ととされている．

　　クレシゴ〉数ほ一ノ堰なと’．ノ弓舳で入園をぷ』詰｛する　人、そノけナ、1ノ、う・iardinierシ・．ヤ’」干：・ニエ；庭師．

母親ク）必．要葛〔；．こ1こ足りていない．培設か望まわ．ている　　栽三∫1．．者‘L一いワ烈）1尼敦育担当者て．、もる．昼食を済ます

か．、必すしも「i：i：骨：こ増り［ILているヒigいえなL・．1971　　と．全員午峰か日課とこ’一．・ている．午呼Lたからない

年に・・リを泡1流とき会．．．．．已保健省ひウレシ・・担当官　．．1’・と．．もも．㌧tちゃくLない、べ．・i・．に．勘Lてい．t’u

力話て．は、　企．業か｝．：」親を採ll．iL．て．則益を得て」．・る二．．「‘だ．　　微にきモ．軽い．亡市をか：ナて．保．母はさ・⊃三ヒ保育L｛｛

から，i］r．望でクレン．・1．を　．’：るか必要あるとの意～↓か　　か．’．，出てL．ま’：’．自1：・：ノ）習慣をず「てるつもりで．ちろう．

垣iいとゾ）ことて．あ・．t．．た．

　ttり市：こ1：克互妄する人［16）」ノ＼ノ1モン：・．1す一㌧iliン∫

・い：’：・｛レン；／・　一「’・テレシt・コ［保創竜iを訪ねこことき

に得たニークによリクレシニ↓ア1．．“端を述べれに，次ノ．．．

．i直リで．ある．　二三〕保育噺ソ）名．肪は4　ソ連「・；．：’［ii友・性1ぼ行

ltテレンコ「．「さん1乃名iiilを付：十たもノ．‘で二．t）り，革新市

を⊃ttiyt，，1自tJな・1．套をう7ン・カ・わ子ごる

　この保育所．二定員60人て．そこ；二保母7人、助f’5

　　2．母親学校（eco｜e　mateme｜le）

　’フランスゾ：改｛JI，EL教ri機F］」，iか．：こり．殆嘩1， h’L　i“　，1；’：｝元など．

幼児を・1．1す二と二を川いて去現されないて．．、母規学校

と名つ：†られ．ている7）は，一種独特て．ある．それは，

え｜〕　

i
｛
｜ 1㍑i　カ ｛　’1　、’i「： ↑完 工ユ　　 1．一＿ク．）　「：1，’： 苧定　　と　　呈己　 tg　　

1
　
　
　

．　　　　k［］　At＿1　’こ　 F〈Ll：　身　〔1！」　乙．

教育の過程を基本とするもフ．）て．．あリ、　きなf㍉’．、母親に

よう教育ク］過程に等L」・もソ〕て．．あリ、　それ1．Dえに母親

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



学校と名付けることの意味が大きいという．

　人ロ2，000人以上で少なくとも密集人口が1，200人以

上の市町村には，幼稚園の設置が準義務づけられてい

る．人ロ2，000人以下で，かつ密集人口が適度の市町村

では，小学校に付設する幼児学級の設置が準義務とな

っている．

　1973年の統計によれば，フランスの5歳児は全員が

母親学校に就園している．また4歳児も．フランス全

土の総4歳児中80％が母親学校に就園しており．その

就園率の高いことは世界第一位を占める．1971年の統

計では，2歳児のうち18％，3歳児のうち61％が母親

学校に就園していた．幼稚園の普及では，フランスは

世界できわめて進んだ国の一つである．’　　　・

　母親学校は公立・私立のいずれもあるが，在籍幼児

総数のうち公立に在籍するものが85％で．私立よりも

圧倒的に多い．かつ公立母親学校は授業料を徴収しな

い．また私立の母親学校には．フランスの私立学校同

様，1959年まではいっさい国からの補助金がなく，保

護者からの授業料が主な財源であった．しかし1959年

に成立したドプレ法という私学国庫助成法が，国と一

定の契約を結んだ私立の学校，したがってN親学校に

対して，国かち補助金を交付することとした．

　補助金を交付される型には、大別して2種類がある．

その一つは，教員の給料を国庫から支出されるように

契約するものであり，もう一つは，教員の給料と運営

費の一部の補助を国庫から受けるように契約するもの

である．前者による国庫からの支出で給料を受けてい

る教員は中等学校段階以下の全学校の教員中49％を占

めており，後者による契約で国庫からの支出で給料を

受けている教員は18％となっている．国庫補助を受け

4

登園時の様子

た私立学校は，時折，国の指導主事による指導を受け

るが，これによって私学の自由が阻害されることはな

いと，私立母親学校の園長は，私に説明した．

　母親学校には、満2歳に達した幼児から就学年齢に

達するまでの幼児が入園する．その就園は保護者の任

意であり，義務教育制になってはいない．しかし前述

のよう’に5歳児は全員，4歳児も大半が就園している．

　母親学校の一日の保育時間は、登園は午前8時から

9時ごろまで，終業は午後4時から5時ごろまでで，

その時刻は各園長が地域の保護者の状況を勘案して決

めることになっている．登降園には保護者が幼児に必

ず付添わねばならない．

　昼食は原則として各家庭で保護者とともに取ること

になっている．このため保護者は朝の登園時，昼食の

ため迎えにいく時，昼食後園にもどる時、夕方の帰宅

時と、1日4回，母親学校へ，学校からの付添いを義

務づけられていることになる．しかし園児送迎の付添

いは保護者にとっては当り前のように受取られている．

　また母親学校には，母親が働いているか、働いてい

ないかにかかわりなく．地域単位ごとに通園する．す
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なわち，わが国において提略されている幼保・元化が、

完全に実施されているということである．これは母親

学校の保育時間が、午前8時ごろから午後4時ないし

5時ごろまでとなっていることによって可能となる．

　母親が働いており，かつ勤務先一母親学校　　自

宅の距離が離れているため、午前11時ごろから午後2

時二うまで、2時間の昼食時間をゆっく1）取ることの

できない家庭に銀り，昼食を母親学校で，給食世話人

の世話で取ることができるようになっていて、働く母

親に便宜が与えられている．ただしそれは例外的な取

扱いと考えられており．各園とも定員のうち1割程度

のf’どもしか給食を受けていない．これについては園

長が厳密な判定を下しており，保護者の面倒を省こう

とする恣意は認められない．このため，なかには祖母

が母親に代って昼食を家庭で取らせているのものもあ1）　一

その実際にも接した．

　毎週水曜日が休日，土曜日が半日である．このため

働く母親の家庭の場合は困っている，母親学校のなか

には、市町村の責任で世話人をおいて．教育とは異な

る世話をしているところもあるが，近所の人に頼むな

ど、個々の家庭の責任で解決が求められている．

　夏休みは7月1Hの属する週の月曜日から9月初句

まで約2か月となっている．このため働く母親は，自

分の勤務先での夏休みを約1か月，幼児の夏休み期間

に合せて取るようにして、その調整を図っているが，

残リの約1か月については，林間宿泊施設などを有料

で使うなど，いろいろと苦慮しながら解決していると

いう．万事がうまくいっているわけではない．しかし

フランス国民はこれに対して急いで改革を要請してい

るようでなく，公の責任と家庭の責任とをそれぞれわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童～：母性

きまえながら，静かな改良を進めているようである．

　3、母親学校の教育の状況

　母親学校は午前3時間、午後3時間の計6時間（た

だし土曜日は午前の3時間だけ），1週合計27時間，教

員資格（原則として大学で専門教育を受けた女子で、

小学校教員と同じ資格）をもった者が担当する．この

教員のほかに1人の助手が付いている．助手は特別の

資格をもたないで，教員の指示のもとで子どもの身の

回りの世話、保育室の清掃などに当っている．かなり

の年齢の婦人が助手となっている．

　母親学校の教育の目的・内容は、政府の教書・通達

などで示されている．略記すれば．次のようである．

　目的

　健康．自由な，もしくは先生によって指導される感

覚教育に適当な，一連の段階をもった遊戯や練習によ

って，訓練された視覚・聴覚・触覚．見たt）・聞いた

り・質問したり・答えたり・真似したりする場合の敏

幼児の世話をする助手

活さ．小学校には

いってから規則的

な教育を受けるこ

とになるが，その

基盤となる規律あ

る習慣の開始．知

的好奇心の目覚め．

目覚めた知性．よ

き道徳的感動に向

かって開かれた魂．
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　活字措．ピ・：三税覚教｝ケ

　保育ク）実；祭とその考え万について

　il【T．｛・S［146fT’．1971：1．　！タ．～卜6’tih‘くと21nJ4　／tL］．の母

親学校の見学と．1二王i｜・1・：教育研究所±｝J児教育担当者ゾ．）況

Is月で，以．ドそら特色を辻べることとしよう．

　磐覚敦材としてはモンテ．．．一／一一‘1の教具か］｝］1県11りに

注目され．ている．i｝il回の訪問では，国・1’：教育研二究司1．の

箇：．ドに．モンテ．／ソーりの教材、その教育理念なピが

．ハ’t”L大型写：庄で数多く掲示Lてあ．．，た．今［り｜同L

研究所を訪ねたと二ろ、それは沢去られていた．二の

二とについて説明したT｝i．’1］者に質問した三ころ，　モン

テ．．．一ノーリ’t・紹．rトLたことはある．確かにかの女ク）ぽ

には良いと二うもある，　しかLわグわれは、　モンテ．’

」ノー　リ　　．よ　　り　　も　　ド　　：フ　［コ　　リ　ージ［教ilc霞莞力・1／）　多　く　を「，lg：ノし　一：／t　・

る　との答であ・．’た．感党教育をたいせつにすること

て．は同し見解だか．，持定の教具に．よらないで．、　∫・ども

が1．li常’．ヒ活のなかて．自然に接するものによって、その

指ぴを［．4ろうとするところに、モンテ．’ソ・一リ．．じ義か

らの脱出か．あるということだろう，

　　ドクロリーの名前か出たが、．過去3［［．III　．・りの幼稚i㌔1

関係者と口Lたときに1二川て二なか．iた，ドクロリー

6

2Decrolv．1871－1932．．　lttすランタの教育・医学者’で．

モン．テ．ttソーりと忙び．，以富「児の研究と指惇の技伯ク）

開発に大きミ寄与Lた．しかし．かれの敦育論の中核

二、．∫・と．．もに対する抑制六極．り排「；；撒L．．　ゴ．どもの欲求

t・嵩足させ、白由と活動を原理三するlf法によ．．．，て∫・

どもの内的［氾発を促し，それか．また環境に動ぱJにi動き

か1÷る力となることを追オζする　とニノノにある．知、ば

か詰込む敦科i三義を否定L，一生活に．よる’｛る活のための

教育　を．｝三張するも万である．

　　1『・どもク）t’11白な活動か重ん’1；・tれているなかで、変

化と講和のある‘1話への誘いが適切に．i∬ダ）られている．
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り，先生の指導もその面に及んでいることを感じた．

　フランスの幼児教育は静かに前進している．5歳児

が成熟加速的現象で昔の5歳児よりも大きくなってき

ているから，より早く読み・書きを教えるようにした

らどうか，義務教育にしてもよいのではないかとの意

見が皆無ではない．しかし6年前と今回とのいずれに

おいても，幼児期には自由な自己活動を根本として指

導することが大切であるから，小学校方式の教科書を

なかだちとする教育はまだ始めるべきでないという見

解が優位を占め，そうした趣旨の教育が守られている．

　障害児の保育についても，幼児期の教育は義務教育

でないので，まだやっていないという説明にとどまっ

ている．治療には病院による専門家の力が必要であり，

母親学校ではやれないという話も，これまた，障害児

保育をやるとすれば．その方法などについてある程度

の解明を得た後に取組もうという見解によるのであろ

う．それまではしばちく待っていようというフランス

国民の国民性にもよるのであろうか．

保育室のままことコーナー，自由な選択による活動を重視

世界の児童と母性

ミニ紹介1：養護施設SOS子ども村（SOS－
KINDERDORF）一ウィーン

滝’⇔
｛rpt＝

“ ti：

　　J・

睡。、

ヤ
i
■

慰
i
■

s＄；｛lilSleei

　小舎の例

SOS（Save　Our　Soul）子ども村は，1949年，オース

トリアのHerman　Gmeinerが提唱し，現在48か国に74

施設があり，13施設が建設中である。保母（母親役）

を中心とする6～9人の小舗1で，乳児～14歳を年齢

差をつけて，男女混合で収容．きょうだいは原則とし

て同一舎に入れる．保母は1か月の家計費を預り，家

庭的ふんい気で食事や洗たくなどの面倒をみる．保母

のうえには村長がいて総括かつ助言する．ここの施設

は1955年に設立，16．5ha．の敷地にコミュニティーホ

ール（村長室，集会室，幼稚園，日用品売店，工作・

TV室，倉庫｝，小舎30，受付兼売店，代用保母寮兼研

修生宿舎，劇場，音楽会場，運動場，プールがある．

各小舎は2階建で，1階に玄関，居間，台所，保母の

個書があり，2階に寝室（1室に3ベッド）3，勉強

部屋1がある．200人近い収容児の半数が実のきょうだ

いである．職員は村長1，保母26，村長助手1，会計

兼庶務1．教育者2，音楽教師，幼稚園教師，同助手，

裁縫師，秘書，庭師各1，ほか11人で，そのうち男性

5人，女性43人である．女性職員は未婚あるいは未亡

人で，独身が資格条件になっている．経費の大半は企

業と個人の寄付に依存している．身体障害児，短期養

育希望児，親に強い情緒的愛着をもっ子は収容しない．
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国際児童年に向けて

　はじめに

　私事でもってこのリポートを始めることを許してい

ただきたい．昨1976年4月1日付書簡で，IUCW（lnter－

national　Union　for　Child　Welfare一国際児童福祉

連盟⇒ジュネーブ本部より，厚生省児童家庭局長あ

てに，IUCWの機関誌／年4回発行）ICWR（lnter・

nationa］Chi］d　Welfare　Review一国際児童福祉評論

一 ）の新しい編集企画である加盟各国よりの特別通信

員（special　correspondent）網開設について、日本

からも適当な候補者を推薦して欲しい旨の依頼があ

った．そして局長の推挙により，日本から筆者が1977

年3月9日より向こう1か年聞の契約で（ただし契約

更改再任を妨げないという条件で），世界各地各国から

選任された22人の特別通信員の仲間入りをすることと

なった．

　「国際児童福祉評論gは英語版，フランス語版，スペ

イン語版が，それぞれの言語圏向けに出されている140

ページ前後の児童福祉に関する国際的動向に焦点を当

てた，現在までの時点では唯一の国際的児童福祉専門

雑誌といってもよいのではなかろうか．そのうえにさ

らに．世界各地の児童福祉をめぐる最新情報を，適時

適切に現地からの新鮮なリボートとして紙面に載せて

おお　　　　　たに　　　　　ょし　　　　　よら

大　　谷　　嘉　　朗

基督教児童福祉会常務理事

日本ルーテル神学大学教授

いくことにより，国際的情報交換専門誌とLての性格

機能をいっそう鮮明に充実させていこうというのが．

この特別通信員網制度設定のねP）いのようである．

　筆者の手元にある最新号（Ne．32－Mars　1977）に

よって．その性格内容の一端を紹介してみよう．表紙

に刷込んである「児童・青少年・親たちならびに社会

行動（social　action）にかかわりをもっている人々

のための情報通信媒体」という副題によっても，本誌

の目的や機能のねらいは兇当がつくといえよう．次に．

目次面からみた内容について紹介しよう．まず10ペー

ジにわたって「Worldwide　Developments　in　the

Secia］Field」として．児童福祉・教育〔非行および

暴力行為）・家庭政策・障害児・保健・法律・ソーシャ

ルワーク・婦人・青年の各分野問題に触れて，40近い

国際機構，世界諸地域・諸国について短信が網羅され

ている．次いで6ページにわたって1977年中に世界各

地で開催される児童・家庭・婦人その他児童福祉関連

の主だった国際・国内諸会議の日時・場所・議題など

が発表されている．

　何といっても読みごたえがあるのは，毎号掲載され

る1，2篇の記録論文と特集記事であろう．今回は「マ

レーシア・ゴム農園地帯における児童発達の生態学」

8



と「新生児に関するエジプト医学におけるモンゴリズ

ム」の署名入り2論文と，57ページに及ぷ特集記事「重

度精神薄弱一事例研究・現下の諸問題・一応の見通し

と批判的研究の今後一」が挙げられよう．これらの論

文や特集記事には，それぞれ詳細な参考文献が添えら

れていて、突っ込んだ研究を希望する者にとってはま

ことに有益である．参考文献としては，そのほかに英・

仏・西語で刊行ないし発表された書籍・論文・記録文

書などが，要約を添えて，心理学・杜会学・統計・経

済・法律・社会福祉・教育・保健の分野にわたって網

羅的な別刷目録として添付されているのも，見逃せな

いものであろう．

　巻末には．補遺の形で，各種の短いニュースが載せ

られたあとに，　IUCWの協働主要国際団体、AIEJI、　IA

YM．　AMADE，　IFPE、　WMM、それぞれの動静報告

について紙面が割かれているが，これらの諸団体につ

いては後述しよう．

　lUCWの歴史・理念・目的

　第一次世界大戦直後の192091スイスのジュネーブに

本部を置いて創立されたIUCWは、人種・国籍・宗教・

政治信条にかかわりなく，児童・青少年の福祉に貢献

することを目的とする民間の国際的組織としては、創

設当時から今日に至るまで，文字通りこの種団体の第

一 人者であるといえよう．

　その理念は，1923年，IUCWによって宣布された5か

条からなる世界最初の「児童権利宣言」（翌1924年，国際

連盟によって採択されたいわゆるジュネーブ宣言），次

いで1948年に7か条に修正され．最終的には．1959年

の国連総会によって採択された10か条よりなる「国連

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

児童権利宣言」の系譜をたどることによって，十分う

かがい知ることができよう．

　この理念に基き，IUCWは次のような具体的な目的

目標を掲げている．すなわち「児童権利宣言に盛られ

ている諸原則を全世界に周知徹底させ，困窮事態にお

かれている児童の救済に当り，児童福祉基準の向上に

努め，児童の道徳的身体的発達に寄与せんがために」

連盟は、「児童福祉をめぐる諸状況やニードの調査，基

準の設定、諸国家それぞれの諸努力を刺激するととも

に諸国家間の連携調整を奨励し，似たような目的をも

って活動している他の諸団体と協力し，その活動プロ

グラム実施のための基金を募り，加盟諸団体もしくは

連盟事務局を通して，これを活用する」としている．

　lUCWの組織・活動

　五大陸50か国以上（東欧圏，ユーゴースラピアを含

む）にわたって100以上の政府公的機関，半公的機関，

純民間団体からなる膨大な連盟組織は，　UNESC（国

連社会経済委員会），UNICEF（国連国際児童緊急基金），

FAO（国連食糧農業機構），　ILO（国連国際労働機構）、

UNESCO（国連教育科学文化機関），　WHO（国連世界

保健機構）と提携協議の場を常時もつだけでなく，約

15の国際民間非営利団体と活発に協働しているのであ

る．そのうち主だった国際組織はAIEJI（The　Inter・

national　Association　of　Workers　for　Ma】adjusted

Children一適応不良児のためのワーカー国際協会一）．

IAYM（lnternatieRal　Assoeiation　of　Youth　Magis・

trates一青少年保護司国際協会一），　AMADE（The

Friends　of　Yeuth　World　Association一青少年の友

国際協会一），IFPE（Internationa］Federation　for

9



　国際センター．正面玄関のある一角

Parent　Education一両親教育国際連盟一），　WMM

（World　Movement　of　Mothers一母親世界運動一）

の5団体である．

　このIUCWの大所帯を運営していく機構として，

（a）総会（General　Counci］），（b）執行委員会（Ex・

ecutive　Board），（c）事務総局（General　Secretari・

at）がその骨格としてあり，日常業務はこの事務総局

によって執り行われている．事務総局本部は掲載写真

のごとく，各種国際民間機関がはいっている近代的な

しょうしゃな高層ピルの5階を占める一大事務局であ

10

る．パレ・デ・ナシオンとはす向いの場所で，歩Pて

数分の所，Centre　Intemational，　l　rue　de　Varemb6

1211Geneva，　Switzerlandである．

　既述したところからも大体の見当がつくであろうが、

IUCWの活動分野は、その紹介パンフレットに記載さ

れたFields　of　actionの部分を引用すれば次の通り

である．「児童権利宣言に基づいてIUCWが取挙げる

あらゆる活動は，非常に多岐を極めているが，強いて

列挙すれば，母子の保健・栄養・保護，心理教育的な

らびに医療社会的支持，学齢前児童の発達，家庭サー

クル内外における社会的援護，青少年の余暇活動なら

びに休日休暇，少年非行に対する戦い，適応不良に対

する予防的仕事および心身障害に対する援助，青年前

期（思春期）児童に対する職業訓練，教育者（広い意

味の）の訓練．国際精神里親運動（sponserships），緊

急時援護」が数えられる．なかでも「児童の学齢前発

達」「思春期児童の職業訓練」「訓練者の訓練（training

of　trainers）」には特に意を注いでいるようである．

　以上のような諸活動を推進していくうえで．さらに

具体的プログラムとしてIUCWは，次の7項目の活動

を常時行っている．

　（1）児童福祉事業基準の再評価および方法技術の改

善に関する「諸研究」ならびに国際的・国内的レベル

における児童福祉施設および諸サービスの創設・調整・

優先順位決定のための「専門家による調査」．

　（2）情報資料の提供・交換のための資料センターの

常設．去る5月14日よ1）20日にかけてスイス・モント

ルーで開催された第5回国際キリスト教電波伝道テレ

ビ週間なる会議に参加出席の折，IUCW本部を訪問，

筆者最初のリポート3点一内2点は「国際児童福祉評



論』33号教育特集号に掲載子定一を提出した際、資生

堂社会福祉事業財団の「家庭婦人シリーズ」No．1「わが

子の性kとNo、2「子どものしつけdiをこのセンターに

寄贈した．日本からのこの種資料の提供ははじめてで

あるとたいへん喜ばれたものの，ここで痛感したこと

　国際センター玄関の入厚｝国際団体名の階を示す表示板

が3つある．第1は，日本語によるものであるから利

用が非常に限られるであろうが、せめて英訳タイトル

に英文レジュメを添えて今後も定期的にどんどん寄贈

して日本関係文献コーナーをぜひ確立すべきではない

かといっこと．この点，定期刊行物の『世界の児童と

母性1や，「母性意識の発達と啓発に関する研究aのよ

うな特別刊行図書なども同じようにされたら，国際的

場における情報資料の交換に寄与するところが必ずあ

ると思う．第2は，アジア地域では，やはり日本がこ

の種情報資料の提供においても格段に進んだ能力をも

っており，それが今後大いに期待されているにもかか

わらず，実情は今日までのところゼロに等しいことは

何といっても残念であること．第3は，何とかして今

後は，少なくとも英語で書かれた日本からの児童福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

関係の文献資料が，このセンターに寄せられるように

なる日が一日も早く実現することである．アジアに位

置し国際的場において占めている日本に期待されてい

る役割を考えるとき，以上のことは非常に大事なこと

のひとつではないかと痛感した，

　（3）国際会議の開催ないし後援．次の項でも触れる

ように，全世界的規模での国際会議ももちろん主催す

るけれども，ここ数年来力を入れているのは，参加者

の参加しやすいようにということと同時に，その実質

的な研究討議過程への参与を確保すべきであるという

考えから，地域単位の（たとえば，ヨーロッパ地域と

かアジア地域といった具合に）セミナー〔seminars）、

特定の事項に関する勧告書を提示する目的でIUCWに

よって承諾される専門家グループ会議（expert　greups）．

IUCW加盟団体に呼びかけて行われるグループ研修

（study　groups）などである．

　（4）児童福祉のための社会資源や技術的ノー・ハウ

に乏しい国々に対して，情報資料の提供や技術的援助

指導のための二国間もしくは多国間の協力活動を，加

盟団体との協働により，特定加盟団体の手によるか，

事務総局自体の手によって執り行っている．

　（5）事務総局によって調整推進される協同プログラ

ム（joint　programmes）の展開．　IUCWは関係地域

の実情に対応するような，パイロット・プロジェク

トの実施にも力を入れている．この開拓的計画は，そ

の諸地域（regions）内の諸方面にも，さちには，他

地域にも波及効果を及ぽして，実施活用されるように

なることを期待して取上げられるものであることはい

っまでもない．この場合、IUCWは技術的支援・連絡

調整・事前評価・プロジェクトの実施期間中の，技術
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的運営管理とスーパービジョンに責任をもつことはい

うまでもない．

　（6）地震・洪水・戦争などの非常災害時における国

際的相互援助活動．かつてはビアフラやバングラデシ

ュにおける，現在では統一ベトナムにおける保健・福

祉活動などは，その具体的な例である．IUCWのよう

な非政治的・非営利的国際団体にしてはじめてなし得

る活動ではあるまいか．

　（7）国際精神里親運動（sponsorship　PTogramme）

の推進．IUCW事務総局および加盟諸団体によって行

われている何十万人に及ぷという国際精神里親運動は，

いわゆる経済先進国の家庭と，発展途上国の子どもた

ちとを結び付け，これらの地域における困窮児童たち

の福祉の向上に大きなカとなっている．筆者の所属し

ている社会福祉法人基督教児童福祉会国際精神里親運

動部は，昭和50年4月に活動を開始してようやく3年

目，まだまことに微々たる存在（われわれにこの運動

に加わる直接のきっかけをつくってくれた米国の国際

的児童援助団体Christian　Children’s　Fundは，現在

17万人台の里親会員（sponsors）を擁し，　IUCWの

有力メンバーの一員となっている）であるし，したが

ってまだIUCWの加盟団体となるほどの余力はないけ

れども，アジア地域を対象として，この国際的運動の

仲間入りが戦後30年にしてできたことに，筆者は深い

感慨を覚えるものである．

12

　以上のような活動を通して，田CWが世界各地各国

の児童福祉に深いかかわりをもつ団体であるだけでな

く，関係国の経済・社会開発政策の不可欠の一部分を

構成する活動体となっていることが，読者に多少でも

理解していただけたら幸いである．

　lUCWと日本

　日本のIUCW加盟が，戦前かちか，それとも戦後な

らぱいつの時点でなされたか，手元の資料では明らか

になし得ないが，昭和33年（1958年）11月23日，IUCW，

日本政府共催による「国際児童福祉研究会議」が，世

界38か国からの代議員参加のもとに，東京で開催され

ているところからして，厚生省児童家庭局をはじめ，

2，3の地方自治体や民間団体（筆者には不詳）が，そ

の年までに加盟していることは疑いない．IUCWによ

るこの種国際会議をアジアの地で開催するのは，この

東京会議がはしめてであったことは申すまでもない．

　それ以来，厚生省児童家庭局長は，IUCWの執行委

員会メンバーとして，IUCWの事業計画立案・実施運

営に直接参画し，特にアジア地域におけるその指導的

役割を果すことが，IUCW事務総局によって強く期待

されている．前述のセミナー、専門家グループ会議、

グループ研修などの面で，アジア地域における日本の

果すべく期待されている役割は，避けて通れぬものと

なりつつあるといえよう．

　IUCWと国際児童年（IYC）

　1976年12月21日，国連総会において，1979年を「国

際児童年」（International　Year　of　the　Child）とす

ることが宣言された．1959年の国連児童権利宣言から



世界の児童と母性

数えて20周年になることを思えば，この再来年に控え

た国際児童年が，児童福祉関係者にとっていかに重大

な関心事となる年であるかは想像がつくであろう．

　IUCWは児童福祉に関する国際的スポークスマンと

しての立場かち，この年を世界の児童福祉水準向上前

進のために，いかに実り多きものとするか重大な関心

を寄せ、去る3月に開かれた執行委員会において，こ

の目標に向かってすでに動きはじめたと聞いている．

「児童こそ人類の未来」であるという1UCWの根本信

条からして，この年が、おとなたちの，おとなたちの手

によるお祭り騒ぎ的な国際会議や，美辞麗句を連ねた

演説や宣言や，見かけ倒しの記念行事に終らせるべき

ではなく，世界中すべての子どもが対象となるのはも

ちろんであるけれども、しかし何といっても．発展途

上国における最も恵まれていない子どもたちのための，

その地域社会自身の手による、基本的な児童福祉サー

ビス網の開設に力点をおいた，現実的な情報の集収交

換，それに対応する具体的な行動，こういった点に力

点がおかれるべきであることをIUCWは強調している

のである．

　児童の基本的人権の擁護確立，そのための保健，幼

児保育，児童養護，家庭や親の役割，地域社会のかか

わり，法律制度の見直し．教育，進路指導，職業訓練．

青少年非行環境公害など，今日の社会が当面している

複雑多岐にわたる児童問題が取上げられて検討される

ことになろっ．

　ここでもまたIYC，国際児童年に向けて．アジアに

おける日本のけん引車的積極的役割が工UCWによって

強く期待されていることを強調して，この解説リポー

トの締めくくりとしよう．

吾三FF三≡E旨三≡一
ぎ四甲「ζir：＝「：；；で
F亡「：「F＝τ＝FF＝Fi＝・

F口にF三≡戸F＝＝＝
　　　　　　　　　　　　　　　　～正面玄関

雇還』§劉議罐
品言だqs導

おもちゃ

の部屋

ミニ紹介2：カウイケオラニ小児病院（KAUIKEOLANI
CHILDREN’S　HOSPITAL）一ホノルル

1907年、ハワイ総督S．B．ドールらの努力で基金を設定，1909年

11月，建物が落成して開設．その後1950年．今Lの建物に変った．

なおコンピューターを取入れた新病棟を1981年目標で建設中．

病院は5病棟，①10歳以下の感染症のある子ども，②ない子ど

も、③10歳以上，④濃厚治療、⑤外来に分れている．総ベッド

数80床で，普通65～66床，濃厚治療12床，非常用として精神病

3床，交通事故3～5床．0～21歳の急患だけを対象とする．

年間外来患者2万人，入院患者7千人．平均入院期間45日．盲

腸炎は3Bで退院させる．入院費用は1日80ドル，濃厚治療で

800ドル程度．80％が保険で支払われる．医師13人（常時9人勤

務）、ほかにインターン生．各種療法士30人．看護部門は助手を

含めて100余人．毎日・Kランティア50～60人が来院する．特殊部

門一①母乳銀行．未公認ttが冷凍して未熟児などに使用．②中

毒管理センター．解毒の処置など24時間電話サービス．③通信

設備室．急患用．④強姦者検査室．警察の要請で行っている．
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東欧の福祉施設
一障害児施設を中心に一

ふじ　　　しI

藤　島

東洋大学教授

喜．津苗裕三
　　　　筑波大学助教授

　1．はじめに

　1976年8月26日から9月16日までの22日間，私たち

は福制：、建築のそれぞれの専門家らと，北欧・東欧諸

国の福祉施設を訪問する機会を得た．これは．当時ス

ウェーデンに留学しておられた一番ヶ瀬康子日本女子

大学教授の示唆によるもので，日本福祉大学．日本女

子大学の諸先生方の計画に，私たちが障害児教育研究

の立場からお世話になったものである．

　一行は社会福祉を中心に，建築家、ケースワーカー、

幼児教育研究者などで構成されており，その目的も，

こうした専門領域から総合的，学術的に、地域社会に

立脚した福祉の実態をみようというものであった，

　私たち障害児教育関係のねらいは、各国の障害児施

設を中心にみることであったが．それにもまして、こ

ういった仲間の視点や話合いは貴重な経験となった．

このような視察旅行の成果を，各専門分野からその専

門的視点によってまとめている最中であるが，本稿は，

その共同的まとめの経緯のなかから、直接私たちに関

係する分野だけを，私たちなりにまとめたものであっ

て．その文責は二人にあることをおことわりしておき

たい．

　なお視察はノルウェー，スウェーデン，ボーランド，

※ドイツ，チェコスロバキア、ハンガリーにわたり，

幼児教育施設．障害幼児施設，精神薄弱児施設、身体

障害者リハビリテーション施設、老人ホーム，アルコ

ール中毒患者更生施設、精神病院，住宅環境、それに

関連する行政当局者，研究者との懇談など，盛りだく

さんであったが，ここでは東欧の障害児施設に焦点を

しほって紹介する．

　2，東欧の障害幼児施設

　（1）ボーランド

　9月2日から4日までワルシャワを中心に障害幼児

の就学前学校．老人ホーム，障害者庇護工場を訪れ、

夜は身体障害者協会の人たちとの懇談会をもった．社

会主義国であるのと第2次世界大戦の影響がまだそこ

かしこにみられるのとで，さきの訪問国スウユーデン

の場合とかなり違った印象をもった．

　障害児のための就学前学校（Pafistwowe　Przeds－

zkole　Spec海1ne　Nr．213）は、街なかの平均的住宅街

の一一角にあった．まわりに街路樹が多く．枯葉を通し

てみごとな風景を作っていた，校長の説明を聞いたあ

と．見学をする．同校は4歳から7歳までを対象とす

るが，実際には10歳くらいまでの子どもがはいってい
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見慣れたものの模型と，そ

れを描いた絵カードとの一

致および発音の訓練を行う

た．これ力江0分ほどで終る

と，別のコーナーにテープ

ルを動かし，子どもたちに

カードを持たせて，教師が

その名前を言うと，それを

持っている子どもが先生の

ところへ行くというもので

あった．言語と実物の一致

を，発音を繰返しながら丹

念に指導していた．

　最後は，リトミック体操

の授業．

liトミック

　　　　5・－6人に2人の教師がついていた．1人の

教師がタンバリンでリズムをとりながら，1列に並ば

せた子ζもを従えてスキップをしたり，行進をしたり

する．次いでビアノの伴奏での行進も実施した．ここ

の校長はリトミックの専門家とみえて，私たちの質問

に答えて実演をしてみせてくれた．

　同校の教育のねらいは，身辺生活の自立であり，そ

のために身辺のものに題材を取ってのいわば生活教育

である．リンゴを例にとれば，果樹園に行ってみる．

そして取って，食べてみる．こんな経験を学校に帰っ

てから，話合いや絵で表現するといった方法である．

　ここの子どもたちは普通学校に進学するのではなく，

生活学校に行くということであった．さらに能力が低

くて生活学校にも就学できない子どものためには，地

域単位にセンターがあるということであった．

　このあと，身体障害者のための授産施設を見学した

が、そのあとの懇談会に文部省の障害児教育の担当者

がいて，補足的に学校教育について説明を受けること

ができた．同氏によると、知恵遅れの場合、IQ35以上

IQ65までの者は生活学校（life・scheol）に行き，主と

して身辺生活の訓練および日常生活の指導を中心に授

業が展開されているとのこと．IQ35以下の者には，通

園施設があるとのこと．軽度の者（IQ65以上のものと

思われる）には3歳～7歳の幼稚園があり，8年制の

学校（特殊学校と思われる）を経て、その後は職業学

校が用意されているとのことであった．

　また盲，ろうあのための特別な学校も用意されてお

t），身体障害，虚弱，非行，情緒障害およびごく軽度の

精神薄弱者のための学校教育にも考慮が払われている．

これらは文部省の管轄下にあるとのことであった．成

人については、保健省が管轄しているそうである．

　これら障害児の出現率は3％と推定されているが，
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特別な学校への就学率は推定70～soe／eとのことであっ

た．また現在，文部省，保健省の協力により乳幼児検

診の動きがでてきている．軽度の精神薄弱を判別し診

断するのには，知能指数（IQ）が利用されていると

のことであった．

　（2）東ドイツ

　障害児通園施設，老人ホーム、それに建築グループ

はニュータウン計画，個人住宅の見学をしたあと，「独

日友好協会」および「教師の家」で、関係者との懇談

をもった．

　軽度障害児通園施設（Tagesst’i　tte　ftir　Fb’　rderungst

K）は団地の一隅にある独立の建物で，非常に明るい

施設である．1976年4月に発足した．そもそも東ベル

リンにこの種の施設が設立されたのは1961年である．

クリニックの一部として小規模の通園施設ができたの

である．1968年にはじめて3か所に独立の通園施設が

できた．現在は東ベルリンの行政区ごとに11か所あり、

この園が最も新しく規模も最も大きいとのことである．

今、ベルリン市内の対象児の約60％を通園させている

r

嬢’

‘

　i
● 、

－

個人的な機能訓練．東ベルリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児宝と母性

とのこと．ここではソ連などと同じく、精神遅滞とい

えば大脳に器質的欠陥をもつ者に限定しており，母子

保健センターの20年間の追跡調査によれば．出現率は

人口の約1％だという．今後5か年計画で各県に1か

所ずつ，センターの役割を果すこのような施設を造っ

て，全員を通園で収容したいとのことであった．

　この通園施設は過渡期のものとして，通常の幼稚園

の規格によって建てられており，障害児保育の場とし

ては使いにくいところもあるとのこと．一部改造して

車いすが使えるようになっていたが，1～2年使用し

てみたうえで，十分な改造計画を立てるそうである．

　対象児は2歳6か月から14歳までの学校教育を受け

ることが不可能な障害児で，15歳以上になると別の施

設に行くとのこと．ここへの入園にはさまざまな臨床

検査が実施されるが，決定は医師，心理学者，リハビ

1）テーション専門家の3人による就学委員会によって

なされている．入園すると、発達，障害の程度によっ

てグルーピングが行われる．ここでは4～6人のグル

ープが，3～4グループまとまったものを1セクショ

ンとし，そのようなセクション5組で構成されていた．

各グループには2人ずっの指導者が付くことになって

いるが，ここでも人材難とのことであった．

　指導計画はフンボルト大学のリハビリテーション学

部との協力のもとに行われていて．パーソナリティーの

発達、社会的自立を目標にしている．そのために移動

能力の育成，危険防止の訓練，文化財の利用法などが，

買物ごっこ，体操などの，具体的・生活指導的指導によ

って展開されていた．こうして最終的には，労働能力

が目差されている．この労働能力は将来は保護授産所

などでも訓練されていく．それは，人間は社会的生産
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軽度障害児通園施設．東ベルリン

活動に参加することにより，給与を得ることが必要だ

からであるという．

　保育時間は朝7時から夕5時までである．学校建築

は4階建が限度となっているが，普通の幼稚園は3階

まで使用してよいことになっているので，この施設も

一応3階建になっているとのこと．障害のある幼児の

場合は2階までとなっているようであるが，特に安全

基準についての規定はなく，普通の建築規準が準用さ

れているとのことであった．

　1階には知的遅滞に併せて，精神障害，テンカンな

どの障害をもつ児童のクラスがあった．このような重

複障害のクラスもベルリンでははじめての試みで，そ

のための施設の十分な設備はまだまだで，改良の必要

があることを痛感しているとのこと．その意味では，

実験的試みであることを強調していた．

　ここの園長は幼稚園の保母であったが，その後教育

　　　　　　　　　　　　学を勉強して現在の仕事に

　　　　　　　　　　　　就いているとのことであっ

　　　　　　　　　　　　た．見学の途中でフィンガ

　　　　　　　　　　　　ーペインティングの指導を

　　　　　　　　　　　　している場面があったが，

　　　　　　　　　　　　教師も子どもも非常に緊張

　　　　　　　　　　　　している様子であった．園

　　　　　　　　　　　　長の説明では，指導に当っ

　　　　　　　　　　　　ている教師は，障害児をも

　　　　　　　　　　　　っている母親であるが，こ

　　　　　　　　　　　　の4月から教師になる勉強

　　　　　　　　　　　　を始め，この9月から正規の

　　　　　　　　　　　　資格を取ることのできる人

　　　　　　　　　　　　である由．いわば実習期間

中である．教員養成風景はいずこも同じといったほほ

えましいひとこまであった．

　施設には専門の教育を受けた機能訓練士および医師

が常勤しており，医療，訓練の調和がとれている様子

であった．子どもの家庭での指導についても，母親の

相談日が決められていて，医師，教師，心理学者のチ

フィンガーベインティング
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一ムワークで対処しているとのことである．

　指導計画については，現在，国としてのプログラム

を作るために，2年間の実験期問を設けて進行中であ

るので、完成後情報を送ろうということであったが，

この園での指導計画は，指導者全体で話合いがもたれ

て，国に届出てあるそうである．指導時間は障害の程

度によって、10分間から60分間と差がある．日本と同

じように指導と休憩が交互に設定されているが，事情

によっては流動性をもたせているとのことである．1

日のスケジュールとしては，朝食後，まず頭を使う訓

練、たとえば、言葉の訓練，次いで体を使う訓練，そ

れから指先を使う訓練，たとえば，絵，はさみなどと，

次第に細かい訓練にもっていこうとしている．最後に

外での散歩を終って，昼食となる．昼食後は昼寝をさ

せている．年長者で昼寝をしたがらない子どもは，他

のグループといっしょに作業をさせるとのこと．午後

は子どもたちが特別に関心を示す課題で作業をさせる．

というのがごく一般的な流れのようである．

　見学後，関係者との懇談をもった，ここでは主とし

て行政的なこと、対象の定義などについて話合いがも

たれたが，行政面では当園が厚生省の管轄下にあり，

痴愚級の子どもを対象としていること，それよりも軽

度のものは学校教育で、重度のものは病院へという仕

組みであり，就学不能のものは1％くらいと推定され

ているとのことであった．また障害者の中央機関への

登録制度が進行中とのことであった．このような措置

の基準やその妥当性について，もっと突っ込んだ話合

いをしたかったが，言葉や時間，それに制度上の機構

の問題もあって，不十分なままに終ったのは残念であ

った．

世界の児童と母性

　日独友好協会との会合では，リハビリテーション協

会のメンバーも同席して，次のような事情を説明して

くれた．

　東ドイツのリハビリテーションのねらいは予防であ

る．たとえば，戦争直後にかなりみられ．た小児麻痺も，

1960年代以後はまったく発生していない．次に障害者

の社会生活の保障である．障害に伴う権利侵害や経済

的損失は完全に保障されている．このために現在は各

種の障害が種々の制度の対象となってきた．今はまだ

不十分だが，将来は各障害別施設、制度によって，障害

者のすべての課題が解決されるであろう．

　現在，具体的な問題となっているのは，成人障害者

の保護である．かれらには庇護授産所での仕事が与え

られており，ここで1日3～4時間働く．まだ生産量

は低いが，社会的有用労働への参加のひとつの形態で

ある．

　社会的有用労働への参加には．3段階が考えられる．

第1段階では，心理学専攻の指導者のもとに，移動能

力，余暇利用の仕方などを学ぷ．第2段階では，厚生

省管轄の授産所での職場実習である．職場的ふんい気

のなかで集団労働が行われる．第3段階は，実際の企

業内での保護作業である．第2，第3の段階は協力し

合い，たとえば，第2段階の人が第3段階で同一の仕

事ができる可能性をもたせている．しかしこの判断は，

職親に任せている．このような系統を考えることがで

きるようになり，精神薄弱者が最大限の能力を発揮し

て，職業人としての地位を得ることができるよう配慮

されている．

　「教師の家」では，障害児教育は専門ではないとい

う関係者から，次のような説明があった．障害児教育
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学校の教員養成は，一般教員養成のうえに1年課程を

おいて行っている．ここでは肢体不自由児、愚鈍級知

的遅滞児，盲児，ろうあ児の障害別の教貝養成というこ

とであった．ついで愚鈍級知的遅滞児の教育について

であるが，普通教育のカリキュラムにとらわれること

なく，身体的作業能力の開発に重点をおいた指導をし

ているとのことであった．

　入学児童の発見と処遇には，日本と同じように苦労

している様子であった．学校に入学後に発見される場

合を例に挙げると，まず担任が気付き，両親に話し．

同時に教育委員会に申告する．障害児の専門家（小児

科医，心理学者，障害児教育の担当者でチームをつく

る）によって検査が行われ，障害児学級に仮入学させ，

上記の専門家による観察，診断が行われる．その結果

を視学官が認定するという手順を取る．同時に両親の

納得を得るよう努力が払われるということである．

　東ドイツではLめて教育と福祉の両面からの話を聞

くことができた．しかし別々の場であったせいもあっ

て，その間の関係は必ずしも明確ではない．これはこ

こに限ちず，どこの国でも同じように抱えている問題

であろう．また障害児教育にしても，マルクスーレー

ニンの教育思想，総合的技術教育の方向など，その教

育学思想の影響を強く意識させるものであった．

　（3）チェコスロバキア

　住宅建築現場，幼稚園，アルコール中毒治療施設と

併せて，精神薄弱児収容施設を見学する．典型的な田

園地帯を2時間ほどパスで走って、トロスコフ（Tloskovl｝

の施設に着く．中世さながらの小さな村の，13世紀に

建築された貴族の邸跡である．十字軍遠征の際の要所

20

で，経済，貿易の中継点であったという．その後，大

地主，金持の手を経て，第2次世界大戦中はナチス・

ドイツの親衛隊司令部が置かれていたとのことである．

戦後，1959年，社会福祉の施設となって現在に至って

いるとのこと．こうした古い歴史を物語る古い納屋，

広い中庭，召使いの部屋，そして壁面の弾こんなどが，

今も鮮やかに残されていた．

　この施設はこうした建物の内部を改造して，203人の

児童・成人を収容している総合施設である・障害・年

齢・性別もあらゆる段階を含んでいて，寝たきりの人

も40人ほどいた．これら重症の人々はべッドのある部

屋で医療保護を受けていた．ここでのおむつの使用量

は3，000枚にも上るという．これらの人々を除いて、障

害の程度，年齢，性によって7段階の教育グループに

分けちれていた．各クラスは6～15人程度であるとの

こと．職員は約85人，うち40人が専門教育を受けた人

人で，4人か看護婦，そのほかに医師，リハビリテー

ション職員、事務職員とのこと．行政的には社会保障

省に属しているという．バリのノートルダム寺院から

派遣された僧服姿の尼僧が7人いた．6人が教師で，

1人が看護婦とのことであった．

　成人のための作業グループもあり，施設外での地域

活動にも参加しているが，26歳になると身体障害者年

金施設に移るそうである．地域にはZ活動と呼ばれて

いる組織があり、こことの協力で地区作業に従事した

り，文化施設を利用したりしているとのこと．特に目

新しい事実はなかったが，子どもたちの歓迎の民族舞

踊，ジャズ演奏などが心を温めてくれた．建物は近代

建築にする計画があるが，文化財との関係でなかなか

むずかしいものがあるとのことであった．
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　3．おわりに

　ハンガリーでは，大学および教員養成機関．幼稚園，

アルコール中毒治療施設，精神病院などを回ったが，

直接障害児のための施設を見学することができなかっ

たので，割愛する．

　東欧諸国のさまざまな施設をさまざまな目で駆歩い

て見てきたのであるが．各国のさまざまな視点は，障

害者の教育，福祉という領域でしか考えていなかった

私たちに，ひとつの目を開かせてくれた．特に都市計

画のなかでの障害者福祉，なかんずく精神的生活に，

物理的生活を組込ませた視点である．この視点は．社

会構造上の問題も関係しているものであろうが，決し

て他を排除したり，単に重要性の度合で順序づけられ

るものではないが，北欧の社会福祉国家、東欧の社会

主義国家，それぞれに共通するものとして学び取らな

ければならないものであろう．

　　　瀞藤

奄命・・

世界の児童と母性

　一方，こうした収穫にも

かかわらず，今回の旅が一

面ではお仕着せ的なところ

があり，また教育の場その

ものを十分に見ることので

きなかった不満も残った、

これは、十分に連絡調整に

当ったが，先方の事情がよ

くわからなかったことと，

これらの国々で社会保障と

教育とがいわば官僚的に分

断されすぎていたことにも

因る．障害児通園施設関係

者は教育にっいては発言せ

ず，「教師の家」での会見では福祉の事情はわからなか

った．また親切に応待してくれたそれぞれの関係者が，

自分に許された範囲外のことに触れようとしない国柄

も．私たちの想像を越えるものであった．したがうて

現在，日本で最大の課題である障害の程度の重い子ど

もの教育については，ほとんど知ることができなかっ

た．というよりも，これらの国々で重度の人は，社会

的保護，社会保障の対象として経済的に保護されてい

るという結論のようである．そうしたなかですべての

子どもへの教育の試みが始っているのであるが，この

面では日本の経験のほうがはるかに進んでいるように

　　　コウ思われた．経済保障を抜きにしての話であるが．

　それはともかく，私たちを迎えてくれた人々は，責

任の範囲内ではあろうが，心温まる人が多かった．何

年か後にその方々を，内容の変化の様子をみるととも

に，もう一度訪ねてみたいと考えている．
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ブラジル日系コロニア重度

精神薄弱児施設「希望の家」
（SOC工ADADE　BENEP工C工EN－TE　CASA　DE　ESPERANqA）

　　　　　　　　　t5お　　　　i：し　　　　　さ　　　　　　C　　　　　k

　　　　　　　　　大　西　紀　久　江

　　　　　　　　　日伯援護協会希望の家ポランテ1ア

　　　　　　　　　元埼玉県立厚生専門学院講師

　プラジルーの工業都市，サンパウロ市には4つの日

系福祉団体があり，「希望の家」（Sociadade　Bene．

ficiさnte　Casa　de　Esperanga一希望の家福祉協会一）

はそのなかの一つ、重度精神薄弱児施設である．他にt

日伯援護協会（生活困窮者への援助，実費診療所を有

する），憩いの園（老人ホーム）．子どもの園（精神薄弱

児施設）がある．

　　　　r
　1963年に現園長（日本人、渡伯18年）により開設さ

れ、7年前に法人となった．園児43人1男子22，女子

21）．職員10人で構成されている．

　ブラジル社会のなかで．日系の福祉施設が存在する

にはそれなりのニードがある．ひとっはブラジルにお

ける福祉施設の絶対数の不足であり，もうひとつは日

本人一世にとって，ブラジルの施設を利用する場合，

言語（ポルトガル語）の壁があまりにも大きく，日本

語の通じる施設の必要に迫られた．ブラジルの福祉施

設の大半は民間施設であi）　t国がすべての国民の生活

を保障するには程遠い状態にある．国の福祉施策を補

うのがカトリックの「恵み，施し」の精神である．国

民の90％がカトリック教徒で，貧困者、気の毒な人々

への施しが大衆の隅々にまで浸透し，「持てる人が持た

ざる人へJという不文律が生活の基盤となっている．

　施設の外観・設備

　現在の建物は，園長が野菜作りや養鶏などで少しず

つ資金を貯え，土地を買足し，食堂や教室を建増し，

隣接の民家を借受けて園児の居室として，50人収容の

生活空間ができ．ヒがったのである．したがって，機能

的とはいい難く，面積があるわりには使いにくい．

　男子寮と女子寮のあいだに広い運動場（コンクリー

ト舗装）がある．体育設備として．屈身運動用に身体

を支える手すりが壁面を利用して設けられ．小型の平

均台，ジャンプ用の砂場が用意されている，

　サーラと呼ばれる教室の屋根はスレートぷき，天井

はなく，窓は一面のみ，夏期の強烈な太陽の下では，

室内の温度はうなぎ昇りとなり，園児はつくえといす

を戸外の日陰に持出して作業1ろうけつ染、手芸など）

を続ける．レンガ壁とスレートの屋根のあいだには30

cm以上の間隙があり，横降りのときには雨が容赦なく

室内にはいり込む．台所は50人分の調理には狭すぎる

し、ガスコンロも不備で能率がよくない．この施設に

はまだ電話がなく、輸送用の車すらない状態である．

　養護・教育

　大まかなカリキュラムは週単位に組まれている，運

動，言語嬌正、遊戯療法は，週1度．外部から指導者

を迎えて行bれ．手芸．編物，焼物，ろうけっ染の指

導は専従職貝が担当している．これらの活動に参加で
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きる園児は、男女合せて15人程度であり，残りの者は

各自のもつ障害のために．一日中しゃがんでいたり．

ポロ布や人形の壊れた手を集めることに夢中になった

りして、自分独リの世界に生きており，それぞれ単独

行動をとっている．職員不足のため，指導員が調理人

や用務員を兼ねることが多く，子どもへの接触が十分

なされないままに放置されることもある．

　在園者について

　在園者は2人のブラジル人を除いて日系人｛過半数

は二世）である、もともと当施設は児童が対象である

が，長期間の在園によりその過半数が成人に達し、今

や精薄者施設に移行しつつある．日本のように児童福

祉施設への入所がすべて児童相談所を経由するのと異

なり，入所時の交渉が個人的になされるため、入所す

る子どもの障害度や年齢に幅があり，全面介助を要す

る9歳の少女から，知能は正常だが聾唖の40代の女子．

軽度の精薄で片目の不自由な30代の女子までが共に生

活している．

　在園者の家庭の大部分が生活困窮家庭や欠損家庭で

あり、なかには父親が老人ホームにいるとか．家族が

行方不明というケースもある、重度の障害をもつかれ

らは毎日薬を服用しており，事務所の一隅には多種類

の精神安定剤が並べられている、

　職員の仕事

職員は日系人4人，プラジ’レ人6人から成り，子ど

もの世話は主に日系の職員によってなされている．当

直明けは半日または1日の休暇をとることになってい

るが，人手不足から，十分に休養をとることが難しく，

1B平均10時間勤務である．慢性の人手不足のため，

園長自ら市場に1週間分の食糧を買出しに行くことも

あt］　，ここでは業務分担の明確化よりも，逆に．何で

も処理し，要領よく立働く者が重宝がられ，電気系統

の故障から下水溝の掃除まで．その業務範囲は広い．

1ブラジルでは修理屋に頼むよ1）t自分でやるほうが

確かなのだ．業者はまったく当てにならない．）

　財源

　施設の財源は会員かちの会費と個人および団体から

の寄付である．ブラジル政府、サンパウロ市やサンパ

ウロ州からたまに少額の補助があるが，問題にならな

い．回収古新聞の売却、寄贈贔の中古衣類の販売（近

くの貧民街の住人が買いにくる），ろうけつ染の小間物

の販売など，職員は資金の工面に頭を悩ましている．

　だが「希望の家」を物心両面から支えているのが，

日系コロニアの有形・無形の援助である．市内日系キ

リスト教会の人々による週2日の入浴介助のボランテ

ィア，月1度の夕食の差入れ，その他の宗教団体や日

本語学校の生徒たちや多くの善意の人々にょるポラン

ティ’アサービX，現物給付幟たく機ミシン．つくえ，

いすなど）はどんなにかこの施設を潤してきたことだ

ろう．民間社会事業を支えるのはまさに市民そのもの

であり，そういう意味で，市内に日系4福祉施設が存

在するのも，日本人同胞への連帯感の表れとみること

ができるであろう．
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メキシコの女児養護施設
｛IMAN　OASA　HOGAR）

つめ　　　　　　　も1）　　　　　　　！A　　　　　　　　よ

梅　　森　　公　　代
二葉保育園代表理事・二葉乳児院長

　メキシコ国立児童援護協会

　メキシコはわが国の7倍の国土をもち，中米全体の

3分の2を占めており，その意味では大国である．し

かし国民の多くが貧しく，社会福祉の立遅れは著しい．

国の児童福祉対策は始ってまだ10年に満たない．

　1968年，オルダス大統領の時代に，Institueion

Mexicana　Asistencia　a　la　Nifies；略してIMAN〔メ

キシコ国立児童援護協会）が発足した．協会は翌年，

乳幼児養護施設Casa　de　Cuna（揺りかごの家）を，そ

の翌年，女児養護施設Casa　Hogar（家庭の家）を、

そして次の1971年，Hospital　del　NMe　l小児病院）を

開設した．ちなみにIMANの代表者には歴代大統領夫

人力嚇くことになっている．

　Casa　Hogarの規模

　首都メキシコ市を南北に貫く長さ25kmのインスルヘ

ンテス×通りの南端に近く．田園風景のなかに，4階

建の青・黄・緑・才レンジ色などのビル群がある．4

地区に分れ．各地区にビル3棟，計12棟，それがアパー

ト形式の養護寮，Casa　Hogarである．そのほかに400

人収容の大食堂，診療所，図書館，勉強室，音楽室，

野外劇場，野外広場，バスケットコート，プールなど

がある．芝生の美しい同じ敷地に小児病院がある、

　収容女児は5歳から18歳までとなっており，扶養困

難な貧困家庭の子どもたちである．入寮希望者が多い

ため，ソーシャルワーカーの身元調査で決めているら

しい．入寮の可否決定に際してはIQ調査があり，集

団生活のできることが条件である．家庭が扶養できる

ようになれば，家庭にもどすことになっている．

　1棟は2舎に分れ．1舎にアパートか3つある．1

つのアパートがそれぞれ「家族、で．年齢の異なった

少女12人が生活している。現在員は500人くらいとの

ことであった．各棟に保母1人〔住込み）とソーシャ

ルワーカー1人がいて管理している．職員については

詳しく聞けなかったが，医師，心理学者，教師，その

ほかに臨時保母5人である．収容人数に対して，日常

の処遇に直接当る職貝数の少ないことが気になる．

　少女たちの生活

　施設の名称「家庭の家」が示すように，ここは寄宿

舎ではなく，少女たちにとって家庭である，という意

義のうえに，すべての生活が行われている．1家族12

人の少女たちは，教育的・道徳的目的に沿って家庭生

活を営んでいることになっている．

　少女たちは6時に起床する．旧曜日は8時｝．アパー

トには小さなキ・ノチンが付いていて，朝食はここでミ

ルク，パン，卵，コーヒーなどで済ませる．少女たち

にはそれぞれ分担があって，食事の用意や跡片付けは
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フランクリン郡児童福祉局
のサービスとグ）レープホーム
（FRANKL工NE　COUNTY　CHIL－DREN’S　8BRV工CES　BOARD）

＿お　　　　　　’：に　　　　　　t」　　　　　　　二

潮　　谷　　義　　子
慈愛園乳児ホームケーkワーカー兼務保母

　五大湖の一tつ．エリー湖の南に位置するオハイオ州

は，主人が留学した地でもあり、ぜひ訪ねたいところ

であった．機会を得たので．ここに州都コロンバス郊

外地域のフランクリン郡グロープシティーにある，フ

ランクリン郡児童福祉局施設の事業を報告したい．

　美しい緑の木立に囲まれた幾つもの建物は．日本に

ありがちなお役所のふんい気とはまったく異質であり，

しかもReceiving　Centerの責任者Dixon夫人は．

学生のころとごく最近、日本を訪れた経験をもち，さ

らに，この機関を訪れた外国人はわれわれが初めて，

というラッキーな説明がなされた．

　市民の関心事である児童福祉

　フランクリン郡児童福祉局は郡内15か所に出先機関

をもち、年間約7、000人の処遇向上に努めている．

　フランクリン郡は1880年代から児童福祉に熱心であ

った．その伝統が，児童福祉局に表れている．

　その1は、公的機関である局の運営である．運営は

民間から選ばれた8人の児童委員によってなされてい

る．そして郡議会議員18人がその調整に当っている．

ポランテtアの参加もおびただしい，2．300人以上の

市民，527以上のグループが．その活動を支えている

　その2は，事業が郡独自の財政援助方式で確立して

いることである．連邦政府と州政府の†援助があるが，

郡の財源は住民の財産税増加負担額である．プラスα分

の税負担であり．住民投票によって決定したという．郡

児童福祉予算の実に57％が財産税収入で賄われている．

　その3は，児童福祉サービス総合センターとしての

サービスの多様性である．サービスが分断・分化され

ずに．あらゆる児童問題に対応できることで、内容は

カウンセリング，虐待防止，未婚の母子援助、問題の

多い青少年のケア，フォXターホーム，養子縁組，通園

ケア，家庭ヘルパー．家庭教育t収容施設などである．

　年間7、000件の約80％が居宅援助であるが，そのほ

かに児童福祉局直属の施設が3種ある．

　リシーピングセンター（一時保護機能施設〕

　フランクリンビレッジ1学齢児のホーム）

　グループホーム1一般住宅地区点在施設）

　そのうちとりわけグルーブホームは、今後われわれ

が収容施設を考慮していくうえで示唆に富むユニーク

な内容をもっている．

　児童養護の目標は社会生活参加

　フランクtJン郡児童福祉局の目的は，杜会と家庭で

子どもが生活しやすいように援助することであるが，

そのひとつの位置づけとしてグループホームが存在し

ている．施設から家庭・社会への橋渡し施設であって．

一般住民と常に接触できる場所に設けられていること
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が特色である．私の勤務している慈愛園でも，昭和27

年より，本園から1km離れた一般住宅地域に分散ホー

ムを1っもっている．子どもの社会性を高めるため、

一般家庭との交流をもつことを目的につくったのであ

るが，グループホームとしての明確な位置づけや、職

員にその意義を教育して担当させたのでないため，ホ

ーム担当者は不便さをかこつ羽目に終っている．

「クライムロード・グループホーム」と呼ばれる直属

のホームは，フランクリンビレッジから4km離れてお

t）、そこに9～16歳の少女8人が生活している．小さ

な川，緑の多い自然の豊かさに加えて，子どもたちは

近所の人々に良く受入れられ，地域の教会，町の活動

プログラム，学校生活に参加している．ハウスペアレ

ンツはかの女たちの親として，地域と交わりをもった

り．PTA活動に参加している．グループホームは，

フランクリンビレッジにいる子どものうち，問題が解

決しても適切な受入れ場所がない子ども，少しは問題

があっても家庭生活経験が必要な子どもを対象とし、

子どもが18歳まで生活できる場所である．ただし社会

適応能力をもつことが前提となっており、子どもたち

はホームにはいることを誇りとしているようである．

　スタッフはハウスベアレンツと呼ばれる2組の夫婦

と，フランクリンビレッジと兼務のケーズワーカーと

スーパーバイザーである．

　ホームは家計を独立的に子どもとスタッフで維持す

るように計画され，ホームプログラム，小遣いに至る

まで，自主的に家計予算のなかで考慮されている、少

女たちは昨夏，自分たちで畑作をし，新鮮な野菜の自

給とともに，予算の一部さえ浮かせた．現在いる最高

年齢の16歳の少女は，学校が終ると歯科医のところに

見習に行っている．かの女は18歳を過ぎたときそこの

助手となり，将来は歯科医大に学ぷ計画をもっていた．

　ちなみにハウスペアレンツのバックグラウンドはさ

まざまである．子どもへの興味．定年後の再就職の場

として選んだといった理由も見出すことができる．高

校卒以上の学歴，福祉局でグループペアレンツとして

実施訓練を受けることが不可欠の条件になっている．

　フランクリン郡では1968年からこうしたグループホ

ーム形式を取入れはじめ，郡内に8か所ある．クライ

ムロード・グループホームは1972年に始っている．

　社会・家庭に施設から復帰・参加する1ステップと

してのグループホームの役割は，子どもの社会性の強

化，社会生活習慣，態度，行動に大きな影響を与えて

いることを見逃せない．日本の児童福祉施設のもつ問

題としてのホスピタリズム，閉鎖性にこたえるかぎの

ひとつは，グループホrムの存在ではないだろうか．

市民参加を十分に得て実践される福祉局の内容は，注

目に値いするものであった．

　日

クライムロ

ー ド・グル

ープホーム
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土　　屋　　方
樹心会樹心寮寮長

人

　ストレ・ピュールXルゴー児童福祉センターは，i司

名の広大な住宅地区とともに，コペンハーYン市によ

って設立された．1950年3月に開所し．託児所．保育

所，レクリエーションセンターおよび青少年クラブを

含んでいる．これらの施設は，幼児と18歳までの青少

年合せて約250人の．日常生活の大部分を占める余暇活

動のすべてに供されている．

　託児所（day　nursery）

　現在46人の幼児を引受け，平日は午前6時から午後

5時30分まで開き，土曜日は午後2時に閉じる．3歳

までの幼児は託児所にいるあいだは、提供された服を

着て．3食を支給される．最も年少の幼児については，

託児所は3食のほかに，夕方迎えにくる親に，ちゃん

と調整したミルク食品を支給する．また託児所では医

師が子どもの健康状態を常時見守っている．

　保育所（nursery　school）

　現在3歳から7歳までの60人の子どもを保育し、託

児所と同じ時間開いている，一日の食事として．子ど

もが持参する昼の弁当にミルクをff1すほか．温かい夕

食を支給する．保育所でも医師による医療管理ガ常に

なされている．入所については，親が働いている家庭

と母子家庭戊ミ婚の母の家庭も含めて．の子を優先し

ているが、全体の10％程度の人所状況である．経費は

親が35％、市当局が35％，国が30％を負担している．

　レクリエーションセンター

　学齢期の75人の児章のための部屋かあり、平Hは毎

1・｜三丁：　’rifl　6　il寺30う｝カ・らく干後5日与まて’II月き，　一｜：日～～Hはe｝ニイ菱

2時で閉Lる．　f：どもたちはいろいろな設備のあるセ

ンターで，宿題をLたり，木工や粘・上細工、また演劇

など，趣味を生かした活動をして時間を過す．学校の

休日にはキ：・ンフも計’画される．f’どもたちは弁当を

持参し、センターからはミハレクを提供する．

青少年クラブ（youth　cjub）

クラフ’は8月から5月まて、　毎週4回ないし5［nl、
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午後7時から10時まで開かれる．14歳から18歳までの

青少年男女が，会員になることができる．クラブでは

卓球，ピリャード，木細工、粘土細工．音楽などの趣

味や活動を選ぱせる．夜間には，定期的に組まれた予

定表によって．討論会や映画会，それに講演会やダン

スパーティーを行い，週末には遠出の計画もなされる．

　学童保育センター（day－care　centre）

　コペンハーゲン市の学童保育センターは．市長なら

びに布の児童青少年施設部長の指導監督下にある．市

立の施設のほかに私立の施設も多くあるが，そのなか

でも託児施設（day・care　institutien）は，私立の団体

の提唱に基づいて設立されてきた事情がある．市当局

はこの私的団体の努力を温存することに配慮している．

また学童保育センターは，家庭外で働いている人の子

どもを入所させる．働き手が片親である場合は優先的

に扱う．新しい試みとして，青少年と学童との混合教

育が，好ましい交流を期待して行われた（1973年）が，

よい結果が得られなかった．かたちは16人を1つのグ

ループとし，3人のスタッフが担当する仕組みである

という．他の地区では成功した例もある．

　市と国の施設設立援助費

　私立の児童福祉の予防施設設立に対して，国と市が

助成金を出している．この財政援助は，設立費用の70

％に達している．レジャーホームや青少年クラブには

8⑰％を援助する．また市立の施設に対して，国は費用

の35％を援助する．さらにコペンハーゲン市の施設の

運営管理に対して，国は託児所と保育所には40％，レ

ジャーホームと青少年クラブには45％を助成している、

　児童福祉センター設立の事情と課題

　これちのセンターは，第2次世界大戦中およびその

後の社会問題を背景としてできたもので，1950年代か

ら60年代にかけて，子どもを守ることを目差した，青

少年の非行化の予防的対処，広い視野での青少年社会

　　　　　　　　　　　　教育施策でもある．1960年

　　　　　　　　　　　　代後半の麻薬禍と犯罪，家

　　　　　　　　　　　　庭崩壊問題，かぎっ子の問

　　　　　　　　　　　　題．家庭や親が家庭教育や

　　　　　　　　七ンタ　　　　　　　　　　　　余暇善導の機能を発揮しに
　　　　　　　　一全景
　　　　　　　　　　　　くい現状など，　「高負担＝

　　　　　　　　　　　　高福祉」の福祉先進国の陰

　　　　　　　　　　　　と，国民的理解の変容へ対

　　　　　　　　　　　　応しようとする努力のひと

　　　　　　　　　　　　つの姿として紹介した．
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少年のまち
一ローマの教護院一

（REPUBBL工CA　DE工RAGAZZ工）

1つ　　　　もこ

松　　本

日本女予大学教授

∋
’

武 子

　「少年のまち」と各付ける子どもの収容施設は、ロー

マから車で約1時間半の郊外にある．ここにはIO歳～

18歳の，社会や家庭の生活に適応できない子どもたち

が収容されている．美しい海辺に沿って一群，丘に一

群，その中間に一群の建物がある．中央の工場のある

大きな群が「工場のまち」，そして「丘のまち」，「海の

まち」と．3つの自治体に分れている（と説明者は語る）．

　設置状況

　この施設は1945年に建てられた．本部はミラノにあ

り．カトリック教徒の団体の支援によっている．ここ

の少年たちの家庭は，崩壊家庭，未婚の母，犯罪歴を

もつ親などの、概して問題家庭である．しかし．長く

勤務しているという案内者は、ここから出た少年が立

派な社会人となり．成功して家族連れで訪れてくる者

もある，と語リ，また，ローマの街にいる問題児が皆こ

こに来てくれればよいのだ，とも言った．

　所長も設立以来ここに住む人である．約120人の少年

がここに暮している．高校から大学にまで進む少年は

23歳になってもとどまっている由．

　自治組織のまち

　この施設の生活は完全な自治組織によっている．

　市長は全体の指揮者であリ、責任者である．次に裁

判官．かれは法律を作り，裁判に当る．この市長と裁

判官は毎月選挙によって定められる．まちの生活の施

策が悪ければ，再度選ばれなくなるから．真剣である．

市長と裁判官が他の委員一衛生管理．財務、教育、公

安などの担当委員また代議員を選び．全体の会の承認

を受ける．そして子どもたちの生活は．自分らの手で

守られ，作られ、保護され，規制されている．

　子どもたちは市民であり，4人部屋からなっている

美しい建物一ホテルといっている一に分れて住む．た

だし18歳以上になり高校に入学した若者は1人部屋に

いる．ホテルの玄関の彫物も，少年の作ですばらしい．

　日曜日以外は毎夜会議があり，そこに問題が提起さ

れ，審議され，裁判される．

　入所してきた者は，1週間Yストとして扱われ，こ

こにいたいか、いたくないかを自分で決める．いった

ん市民となれば，市のおきてに従わなければならない．

逃げてもよいが，2度目には会議で罰が科せられる．

善行，よい活動業績，学業成績など，すべて報告され

て評価される．それは子どもの物質生活にも影響する．

　というのは、このまちには銀行があリ，学校があり、

レストランがあり，売店があり、劇場があリ，工場が

ある．学校は小・中学校で、教師は外部からくる．正

規の教員であるが，他の機関は子どもたちが運営し管

理しているのである．

　教育に関しては、はじめ文盲の子もおり、概して知
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能が低くかつ個人差が大きく，一一般学校教育と同じレ

ベルではできない．子どものなかにあるものを見出し，

育て，成長させていく方針．と所長は説明した．　「子

どもはすばらしいものをもっています」と．ホテルの

看板や工場の製作品を説明しながら，誇らしげに語る

のは案内人であった．広大な展示室には．創立以来の

’k徒の独創的な驚異的作品が数多く並べられていた，

なかにはここで覚えた技術で，卒岡後，名ある工芸家

になっている者もあるそうである．

　銀行

　ここの銀行は「少年のまち」にのみ通じる貨幣を発

行している．少年は善行．立派な活動．よい成績に対

してお金が与えられる．そのお金でレストランで茶を

飲み，菓子を食い，衣服・下着を整える．努力しなけ

れば，働かなければ，生活はできないことを，少年は

身をもって知るのである．したがって自然にその人間

関係は、弱い者，貧しい者を助けるという互助の精神

を生み．喜ひ．や感謝をも体験する生活となる．

　ここでは小さな伸間をつくらせる．健全なグループ

をつくること、家1莚的ふんい気を培っていくことを、

スタ・ソフは心がけている．自分たちのなかにあるもの

を見出させ、誇りをもたせ，生活を築いていく能力を

もたせようとする．毎夜の会議で子どもたちは．何が

あったかを確かめ合い，解決していく．「どうしても

解決できないときには私のところにくるが，そのとき

には解決案ができているのだ」と、所長は語るのである，

　毎年6月の最後のH曜日に，まちの祭りを行い、運

動会、学芸会，作品展示など、少年の精一杯の活動が

ここに展開される．すばらしいものだそうで，その毎

年の記念の出品や旗やテープルなど．これが素人の少

年の作品かと驚嘆させられるさまざまなものが、少年

の過去をいとおしむように，丁重に展示されていた．

　どうしてこのような子どものまちを造ることを思い

付きましたか，と私は所長に問うた．・一・言にしてかれ

は答えた．「それは自然に（naturally　1）」と．「自然に？二

と私．「子どもはここに来るまでに、あるいは過保護の

ため，あるいは虐げられ．物質的欲望のみを追い，お

金を使い果しています，ここに来たときには何も持っ

ていない．子どもはお金が欲しい．そこでお金を上げ

ましょうと言う．活動し良いことをすれば，お金を得

ることができることを覚えていくのです．ここでは子

どもの人格を尊重し，自然に成長するのを見守ります．」

　少年共和国（Repubblica　dei　Raga2zi｝貨幣一約2分の】大

　話半ばのとき．職員が所長のもとに来てささやいた．

所長がうなずくと、1人の婦人がはいってきた．激し

い態度で所長に訴える．私たちは退いて片隅に遠慮し

た，しばらくして職員と婦人は出て行った．所長は説

明した．「12人の子どもをもった母親です．父親は能な

しで働かない．離婚となった．両親とも子どものしつ

けができない人だ．少年は非行に走った．父親は世話

ができないと訴えて、その子がここに回されてきまし

た．それを母親が知ってあわてて駆込んできたのです．」
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